
適切な部活動の在り方を推進しよう！
○　一週間のうち、２日以上（小学生は３日以上）は休養日を設けます。
　・　平日は少なくとも１日（小学生は２日）、土曜日及び日曜日は少なくと
　　も１日以上の休養日とします。週末に大会参加等で活動した場合は、休養
　　日を他の日に振り換えます。

○　１日の活動時間は、下記のとおりとします。
　・　平日は長くても２時間程度
　・　学校が休みの日は長くても３時間程度

○　夏休みなど長期休業中も、上記と準じた扱いとします。また、子ども達が
　十分な休養をとることができ、部活動以外にも多様な活動を行うことができ
　るよう、ある程度長期の休養期間も設けます。

○　学校の教育活動に位置づけられていない地域のクラブチームやスポーツ少
　年団、総合型地域スポーツクラブ等の関係団体及び芸術文化団体等において
　も、上記を参考に適切な活動に取り組むことをお願いします。

○　学校施設及び公共施設を使った小学生の部活動等の練習終了時刻について
　は、午後６時30分を基準とし、日没時刻（特に冬季の期間）には保護者によ
　る送迎体制等児童の安心安全を最優先に各チームごとで設定してください。

休日の地域部活動移行に向けた体制整備
○　生徒にとって望ましい指導の充実と、教職員の負担軽減を図るため、休日
　の部活動については、令和５年度移行、段階的に学校教育から切り離し、地
　域のスポーツ・文化活動へ移行していく方針が国から示されています。

○　名護市教育委員会は、国の方針等を踏まえ、名護市の所管課や地域の総合
　型スポーツクラブ、スポーツ少年団、競技団体、地域スポーツクラブ、芸術
　文化関係団体等とも連携し、持続可能な運営体制を検討していきます。

子どもたちを中心に据えた
部活動をみんなで推進しよう!!

〜　名護市部活動等の在り方に関する方針（改訂版）概要版　〜

小学校も!!



暴　力
暴力・暴言・ハラスメントは絶対に許しません

暴　言
パワーハラスメント

セクシャル・ハラスメント

各種相談窓口
○　名護市教育相談室
　0980-53-3187　受付：月〜金9:00〜17：00　休：土・日・祝日・年末年始

○　名護市教育委員会学校教育課　0980-43-7270　受付：平日8:30〜17:15

○　子どもの人権110番
　0120-007-110（全国共通・通話料無料）　受付：平日8:30〜17:15

○　子ども若者みらい相談プラザ「sorae」
　098-943-5335　受付：月火木金土10:00〜18:00　休：水・日・祝日・年末年始

○　親子電話相談
　098-869-8753　受付：月〜土9:00〜22:00　休：日・祝日・年末年始

○　24時間子どもSOSダイヤル　0120-0-78310

○　子ども悩み事110番　098-866-6725　受付：毎週月曜日16:00〜19:00（祝日除く）

○　沖縄県中学校体育連盟　098-996-1962　o-chutai@alto.ocn.ne.jp

○　沖縄県中学校文化連盟　098-996-1962　o-chubun@chorus.ocn.ne.jp

○　指導者の次のような言動・行動を受けたり、それを受けている部員やその
　保護者からの相談があった、またはそれらしきものを見かけた場合は、一人
　で悩まず、信頼できる人に相談するか下記相談窓口をご活用ください。
・　物を投げられたり、殴られたり蹴られたりする。
・　長時間、正座をさせられたりする。
・　熱中症の発症が予見される状況下で、水を飲まさずに
　長時間ランニングをさせる。
・　頻繁に怒鳴りつけられたり、叱責されたりする。
・　「辞めれば？」「使えない」や「バカ」「死ね！」など　
　人格を否定するような発言、身体や容姿をからかったりする発言をする。
・　性に関することや異性関係に関することを話題にしたり、聞いたりする。
・　不必要に身体に触れる。

令和４年９月　名護市教育委員会


